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鳥栖市では、高度経済成長期の人口増加や社会的需要に対応するため、昭和 40 年代か

ら道路などの社会基盤や学校などの公共建築物といった公共施設等を整備してきました。 

その結果、多くの施設が建築から 30 年以上を経過して施設の老朽化が進んでいます。 

これらの施設が段階的に更新時期を迎え、大規模な改修や建替えが必要となっていきま

す。 

しかし、これらの施設をそのまま更新しようとすると莫大な費用が必要となり、老朽化

が進む施設をどのように維持、更新していくかということが大きな課題となっています。 

また、先の東日本大震災や平成 28 年熊本地震に代表されるように、大規模災害への危

険性も懸念され、公共施設等の機能のあり方も問われています。市民の皆様が、安全で安

心して暮らしていくために防災機能を備えた公共施設の新設や改修を行うなど、状況に応

じて施設機能を見直していくことも求められます。 

また、国立社会保障・人口問題研究所の推計によりますと、鳥栖市の人口は、今後も増

加すると予想されていますが、少子高齢化の進行による老年人口比率の増加等は着実に進

行しており、今後市民ニーズの変化が予想されます。 

公共施設等は私たちの日々の暮らしの中で密接に関わっており、貴重な財産です。 

私たちは、30 年、40 年先といった「次の世代」を見据えた対策を今から行う必要があ

ると考えています。 

本書は、鳥栖市が現在保有している公共施設等の施設を取り巻く人口動態や財政状況の

変化、保有状況、将来的な更新費用の推計を明らかにすることで、市民の皆様と、現状と

課題を共有するために作成しました。 

「鳥栖市公共施設等白書」を基に、今後、公共施設等を総合的、計画的に管理していく

ための基本的な方針を定め、次代を担う子ども達にしっかりと公共施設等を引き継ぐこと

ができるよう、財政負担の軽減・平準化を図りながら、公共施設等の最適化を進めますの

で、皆様のご理解とご協力をお願いします。 

 

                          鳥栖市長 橋本 康志 
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第１章 

 

公共施設等白書作成にあたって 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 本白書では、鳥栖市が保有または管理している学校・福祉施設等公共施設（建築物）と道路・橋り

ょう等インフラを併せて「公共施設等」と表記しています。 



 

１ 背景

 

 

 

 

 

 

我が国では、1964 年頃から高度経済成長期の人口増加や社会的需要に対応するため、公

共施設等の整備が集中的に行われてきました。その後 50 年を経て、これらの施設が一斉

に老朽化していきます。 

 国、地方自治体ともに厳しい財政状況が続くなか、今後、人口減少、少子高齢化がます

ます進み、公共施設等の市民ニーズも変化していくと予想されます。 

鳥栖市では、1960 年代から 1990 年代にかけて公共施設等の多くが整備されており、今

後、老朽化していく施設の大規模改修や建替えが必要となります。 

一方、施設利用の市民ニーズや市の財政状況を考えず、今ある施設をそのまま維持・更

新していくだけでは、市の財政を著しく圧迫していくことになります。 

更に、その状態が続いていくと、施設の更新や維持管理に手が回らず、老朽化した施設

の崩壊、道路の陥没、橋りょうの崩落など私たちの生活の安全が脅かされる事態になりか

ねません。 

そうならないように、鳥栖市の人口が将来どうなっていくのか、施設の改修や建替えを

していく財源があるのか、多くの市民が求めている施設であるのか、施設の安全性は確保

されているのか、など様々な観点から整理・分析を行いつつ、適切な保全管理・配置を行

っていく必要があります。 

 
 

 

◇ 鳥栖市は、道路や上下水道などの社会基盤、学校やまちづくり推進センターなどの

施設を多く抱えています。 

◇ これらの施設の多くは、1960 年代から 1990 年代にかけて整備されており、今後、

老朽化していく施設の大規模改修や建替えが必要となります。 

人口減少

少子化

高齢化

このまま

行くと

施設の

老朽化

厳しい

財政状況
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２ 目的 

 

 

 

 

 

 

 

 人口減少、少子高齢化など社会状況の変化、厳しい財政状況、公共施設等の老朽化に対

応するため、公共施設等のあり方を検討する必要があります。 

このため、鳥栖市が保有する公共施設等の全体の状況を把握し、長期的な視点で施設の

更新・集約・長寿命化などを計画的に行うことにより、財政負担の軽減・平準化、公共施

設等の最適な配置を行います。 

 また、これまで各担当部署で個別に保有・管理されてきた施設に関するデータを一元化

し、全庁的・総合的な公共施設の管理を行います。 

 公共施設等の最適な配置を行うにあたり、鳥栖市が保有する公共施設等について、現状

を把握するとともに課題の整理を行います。 

 

本白書では、現状の把握と課題の整理を 3 つの角度から分析します。 

■人口動向から …人口推移と将来人口推計、人口移動、流入・流出人口 

 ■財政状況から …歳入・歳出決算額 

 ■施設状況から …施設の保有状況、老朽化・耐震化の状況、更新費用 

 

 

 

３ 対象施設 

  

 

 

 

 本白書は、中長期的視点を持って財政負担を軽減・平準化するとともに、公共施設等の

最適な配置を実現するために、まずは、本市の公共施設等に関する現状と課題を共有する

ために作成するものであり、公共施設等の全体を把握する必要があります。 

 このため、本白書の対象となる施設は、庁舎をはじめとする本市が所有するすべての建

築物に加え、道路・橋りょう等のインフラ施設や、上下水道などの公営企業の施設も対象

としています。 

◇ 本白書は、鳥栖市の公共施設等に関する現状と課題を共有するために作成するもの

です。 

◇ これまで各担当部署で個別に保有・管理されてきた施設に関するデータを一元化し、

総合的な視点で公共施設等の管理・運営方法等を検討するために作成するものです。 

◇ 本白書では、現状の把握と課題整理を 3 つの角度から分析します。 

◇ 建築物だけではなく、道路・橋りょう・公園・上下水道（公営企業）の施設も対象

とします。 



 

４ 市民満足度等調査

 

 

 

2018 年 12 月から 2019 年 5 月にかけて第 6 次鳥栖市総合計画に基づき取り組んでいる

各種施策に対し、市民の満足度等調査を行いました。 

その結果、公共施設の老朽化に対して、施設の存続も含めた、施設の集約・廃止を検討

すべきであるという考え方に 53.4％が肯定的であることが明らかになりました。 

 

■公共施設の老朽化対策に対する市民満足度等調査結果 

設問 鳥栖市では、公共施設の保守・点検等に取り組んでいます。「鳥栖市は、老朽化した

公共施設に対して、施設の存続も含めた、施設の集約・廃止を検討すべきである。」

と思いますか。 

 

 

表 市民満足度等調査クロス集計結果 

  
合計 肯定的 

どちらでも 

ない 
否定的 わからない 無回答 

(人) (％) (％) (％) (％) (％) 

全体 1,966 53.4 14.2 10.1 20.9 1.4 

性別 
男性 824 54.5 15.7 13.0 15.9 1.0 

女性 1,136 52.6 13.0 8.1 24.6 1.7 

年齢別 

20 歳未満 31 61.3 9.7 0.0 29.0 0.0 

20 歳～29 歳 130 48.4 11.5 12.4 26.9 0.8 

30 歳～39 歳 201 55.3 13.4 11.0 19.4 1.0 

40 歳～49 歳 311 59.2 14.5 6.8 19.3 0.3 

50 歳～59 歳 279 56.6 18.3 8.9 15.4 0.7 

60 歳～69 歳 430 53.3 15.8 13.3 17.0 0.7 

70 歳以上 578 48.7 12.1 10.1 26.1 3.1 

地区別 

鳥栖地区 397 50.4 13.1 13.6 21.9 1.0 

鳥栖北地区 291 57.7 15.1 7.9 17.9 1.4 

田代地区 188 56.9 18.6 7.5 16.0 1.1 

弥生が丘地区 215 48.8 17.2 11.6 20.5 1.9 

若葉地区 220 59.5 15.0 10.9 12.3 2.3 

基里地区 200 53.0 14.0 11.5 21.0 0.5 

麓地区 229 55.5 9.6 9.1 23.1 2.6 

旭地区 219 47.0 12.3 6.8 33.3 0.5 

居住 

年数別 

1 年未満 35 42.9 11.4 5.7 37.1 2.9 

1 年～5 年 118 47.4 12.7 8.4 31.4 0.0 

6 年～10 年 111 54.9 14.4 5.4 25.2 0.0 

11 年～20 年 199 53.3 14.6 9.0 22.1 1.0 

21 年以上 1,482 53.9 14.5 11.0 19.0 1.6 

＊2018 年 12 月から 2019 年 5 月にかけて調査を実施。18 歳以上の市民 4,500 名を無作為に抽出

し、1,966 名（回収率 43.7％）から回答を得ています。 

◇ 市が実施した市民満足度等調査において、「公共施設の老朽化に対して、施設の存続

も含めた、施設の集約・廃止を検討すべきである」に半数以上の方が肯定的でした。 

肯定的 どちらでもない 否定的 わからない 無回答 
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第２章 

 

現状分析 



 

１ 人口動向

（１）人口推移と将来人口推計

 

 

 

 

 

 

 

鳥栖市の人口は、市制施行当時（1954 年）の 40,176 人以来、ほぼ一貫して増加してお

り、国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、2030 年まで増加するとされています。 

さらに、地方創生による人口減少社会の克服を目的とした「第 2 期“鳥栖発”創生総合

戦略」を策定し、各種施策の推進を図っていくことにより、2060 年に 75,000 人～77,000

人を基礎とする人口目標を展望しているため、人口増加に対応した施設のあり方を検討し

ていく必要があります。 

また、2020 年から 2045 年までの年齢構造別の構成比を見ると、年少人口及び生産年齢

人口の割合が減少する一方で、老年人口の割合は増加すると推計されており、今後、高齢

化の進展に伴って、高齢者向けの公共サービス需要は高まっていくと予想されます。 

 

         

 

 

 

 

 

 

◇ 鳥栖市の人口は、国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、2030 年にピーク

となる 76,221 人に達するとされています。 

◇ 2020 年 3 月に策定した「鳥栖市人口ビジョン 令和元年（2019 年）改訂版」におい

て 2060 年に 75,000 人～77,000 人とする人口目標を展望しているため、人口増加に

対応した公共施設等のあり方を検討する必要があります。 

◇ 鳥栖市人口ビジョンでは、2025 年頃には、鳥栖市民のほぼ 4 人に 1 人が高齢者にな

ると推計され、高齢者向けの公共サービス需要は高まっていくと予想されます。 

将来推計 
（人） （％）

   2020 年（令和２年）   2045 年（令和 27 年） 

年少人口      16.0％      ⇒   14.2％       減少 

生産年齢人口    59.9％      ⇒   54.0％       減少 

老年人口      24.1％      ⇒   31.8％       増加 

（出典：国立社会保障・人口問題研究所のデータを基に作成） 

表 年齢構造別の構成比 

図 人口推移と将来人口推計（1985-2045） 



 

１ 人口動向

（２）年齢階級別の人口移動

 

 

 

 

 

 最近 5 年間の鳥栖市の年齢階級別の人口移動をみると、多くの年代で転入超過（転入者

数が転出者数を上回る）となっています。これは、交通の要衝としての立地特性を活かし

た企業誘致や大規模な住宅地開発、分譲マンション建設が進んだことが大きな要因と考え

られます。 

 さらに、年齢階級ごとの転入者数においては、20～24 歳が最も多く、次いで 25～29 歳、

30～34 歳、35～39 歳の順へと続いており、子育て世代や結婚を契機とした若年層の転入

が社会増の多くを占めていることが推測されます。 

 鳥栖市の高齢化率は着実に進行している一方で、若者世代に選ばれているまちという側

面も持ち合わせており、次世代の担い手である若い世代にこれからも選ばれつづけるまち

づくりという視点を持ちながら、公共施設等のあり方を検討する必要があります。 

 

 

◇ 一部、転出超過となる年代があるが、多くの年代で転入超過となっています。 

◇ 年齢階級別にみると、10 代後半から 30 代後半までの世代の転入超過が多くみられ、

20 代、30 代の転入者数が多いことから、子育て世代や結婚を契機とした若年層の転

入が社会増の多くを占めているといえます。 

図 鳥栖市の年齢階級別の転入超過数 
（出典：佐賀県人口移動調査年報を基に作成） 
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１ 人口動向 

（３）流入・流出人口（昼間人口） 

 

 

 

 

 ※流入・流出人口は、通勤・通学による自治体間の移動のことです。 

平成 27 年国勢調査によると、鳥栖市の流入人口は 24,109 人、流出人口は 15,951 人で

あり、流入人口が 8,158 人多くなっています。本市には多くの企業が立地していることか

ら、就業者の流入人口が特に多くなっています。 

市町村別で見ると、久留米市、小郡市を始め、近隣市町から多くの方が鳥栖市に働きに

来られています。一方で、通学者は、福岡市、久留米市、佐賀市など人口が多い都市の学

校へ通っています。 

 全体的には、人口移動の多くが近隣市町間で行われていることから、公共施設等のあり

方を検討するにあたって、近隣市町との公共施設等の相互利用など、広域連携を含めた検

討が必要です。 

表 15 歳以上の就業者・通学者の流入・流出人口 

総計 就業者 通学者 総計 就業者 通学者

47,011 43,403 3,608 38,665 34,761 3,904

鳥栖市に常住 22,902 20,831 2,071
鳥栖市で

就業、通学
21,120 20,663 2,051

他市町村に

常住
24,109 22,572 1,537

他市町村で

就業、通学
15,951 14,098 1,853 8,158

鳥栖市で就業、

通学する人

流入人口（人） 流出人口（人）

鳥栖市に常住する

就業者、通学者

流入超過

数（人）

 

 

 

◇ 鳥栖市は流入人口が流出人口を上回り「流入超過」となっています。特に、近隣市

町から多くの方が鳥栖市に働きに来られています。 

◇ 近隣市町と密接な人の移動があることから、公共施設等のあり方を検討するにあた

り、近隣市町を含めた広域的な視点が必要です。 

（
久
留
米
市
・
小
郡
市
を 

 

除
く
） 

（
筑
紫
野
市
を
除
く
） 

（人） 

（出典：平成 27 年国勢調査のデータを基に作成） 

図 15 歳以上の就業者・通学者の流入・流出人口

（市町村別）≫ 
（出典：平成 27 年国勢調査のデータを基に作成） 



9 
 

２ 財政状況 

（１）歳入 

 

 

 

 

市税など鳥栖市が自主的に収入する財源（自主財源）の歳入総額に占める割合は、令和

元年度決算額で 62％、令和２年度決算額で 45％となっています。令和元年度までは一定

程度、国・県支出金や地方交付税に依存しているものの、自主財源の割合は比較的高いも

のとなっています。令和２年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う緊急経済対

策や感染拡大防止対策等により、国庫支出金が大幅に増加したため、依存財源の割合が高

くなっています。 

市税収入は、経済情勢の動向が不透明なことや、生産年齢人口の減少が見込まれること

から、今後、大幅な増加は期待できません。 

将来にわたって持続可能な財政基盤を確立するため、自主財源確保の取組を行っていく

とともに、引き続き安定した財政運営を進める必要があります。 

 

 

 

 

◇ 鳥栖市の歳入総額に占める市税等自主財源の割合は、45％（令和２年度）です。 

◇ 人口は増加していますが、経済情勢や生産年齢人口の減少により、今後、税収の大

幅な増加は期待できません。 

（億円） 

図 歳入の推移（普通会計決算） 

（出典：鳥栖市決算統計を基に作成） 

依
存
財
源 

（55％） 

（45％） 

自
主
財
源 



 

２ 財政状況

（２）歳出

 

 

 

※扶助費…社会保障制度の一環として、生活困窮者、高齢者、児童、心身障害者等に対して行っている様々な支援に要する経費 

※義務的経費…地方公共団体の歳出のうち、硬直性の高い扶助費、人件費、公債費（地方公共団体が借り入れた借金の元利償還

金など）を指します。 

※投資的経費…公共施設、インフラ施設の建設等社会資本の整備に要する経費であり、普通建設事業費、災害復旧事業費及び失

業対策事業費を指します。 

 

 扶助費など義務的経費全体は令和元年度決算額で 48％となっています。近年、公債費は

減少傾向にありますが、人件費は令和２年度の会計年度任用職員制度の開始もあり増加し

ています。また、扶助費も平成 23 年度（2011 年）54 億円から令和２年度（2020 年）78

億円へと約 1.4 倍に増加しています。このため、歳出総額に占める義務的経費の割合は増

加しており、財政の硬直化が進んでいます。令和２年度については新型コロナウイルス感

染症の感染拡大に伴う緊急経済対策等の実施により、例年に比べ、補助費等が大幅に増加

したことから、義務的経費の割合は 38％に下がっています。 

今後は高齢化等に伴って、更なる扶助費の増加が見込まれますが、自主財源の大幅な増

加は期待できないことから、公共施設等の建設等を行う経費である投資的経費の財源を確

保することが、課題になります。 

 

 

 

 

 

 

◇ 扶助費など義務的経費全体は増加傾向にあります。 

◇ 公共施設等の建設等を行う経費（投資的経費）を確保することが課題になります。 

（億円）

図 歳出の推移（普通会計決算） 

 （出典：鳥栖市決算統計を基に作成） 

義
務
的
経
費 
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２ 財政状況                       

（３）決算額（維持補修費） 

 

 

 

 

 

 公共施設等の維持補修に必要な費用は、過去 10 年間で充てられた維持補修費（公共施

設等の維持に要した経費で、上下水道施設〔企業会計〕を含む）の平均を基に算出した結

果、年間約１億３千万円でした。 

 維持補修費は、公共施設等を安全に管理していくため、欠かすことができない経費であ

り、今後、新たな施設、インフラの整備及び老朽化が続くと、経費は更に増加していくこ

とになります。 

 

 

 

 

◇ 公共施設等の維持補修の費用は、年間約１億３千万円です。 

◇ 新たな公共施設等の整備及び既存公共施設等の老朽化が続くと、維持補修費は更に

増加します。 

（千円） 

図 過去 10 年間の維持補修費の決算額 

（出典：鳥栖市決算統計を基に作成） 

※維持補修費…公共施設等の維持に要する修繕等の費用で、施設を運営するための人件費等は含みません。 
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２ 財政状況                        

（４）決算額（普通建設事業費） 

 

 

 

 

公共施設等の新設・改修等に必要な費用は、過去 10 年間で充てられた普通建設事業費

（公共施設等の新設や改修等に要した経費で、上下水道施設〔企業会計〕を含む）の平均

を基に算出した結果、年間約 43 億円でした。 

 公共施設等の新設や改修等が集中すると財源が不足することが考えられるため、今後も

公共施設等総合管理計画や中長期保全計画等に基づいて、計画的に公共施設等の新設や改

修等を行って事業費の平準化を進めていく必要があります。国の補助事業などを利用した

うえで財源が不足する場合は、公共施設整備基金などの基金や市債の活用が必要となりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 公共施設等の新設や改修等の費用は、年間約 43 億円です。 

◇ 公共施設等の新設や改修が集中すると、財源が不足することが考えられます。 

◇  財源が不足する場合は、基金や市債の活用が必要となります。 

 

（百万円） 

図 過去 10 年間の普通建設事業費の決算額 

（出典：鳥栖市決算統計を基に作成） 
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３ 施設状況 

（１）建築物の保有状況 

 

 

 

 

 

 
 

※1981 年に建築基準法施行令が改正され、その概要として、耐震化に関する基準が旧基準の『震度５程度の地震に耐えうる住宅』 

との規定は、新基準では『震度６強以上の地震で倒れない住宅』というように、より安全性を重視した内容に変わりました。 

※建築物の床面積については、建築基準法による面積算定を基本としています。 

 

鳥栖市が保有する建築物は、181 施設、延べ床面積 231,194 ㎡（令和 3 年 3 月現在）あ

り、その多くが、1960 年代から 1990 年代にかけて建設されています。 

他の自治体の多くが、1970 年代から 1980 年代にかけて急激に施設を建設している中、

鳥栖市の場合、間隔を置いて段階的に整備をしているものの、今後、老朽化した施設の大

規模改修や建て替えに要する経費が増大し、財政を圧迫することが予想されます。 

 旧耐震基準である 1981 年（昭和 56 年）以前に建築された施設は、87,862 ㎡、全体の

38％となっており、今後、段階的に老朽化していく施設の大規模改修や建て替えが必要と

なります。 

 

 

◇ 鳥栖市が保有する建築物は、181 施設、延べ床面積 231,194 ㎡です。 

◇ 鳥栖市が保有する建築物の多くは、1960 年代から 1990 年代にかけて建設されてい

ます。 

◇ 比較的間隔をおいて整備されているものの、全体的な老朽化が進んでいる状況です。 

◇ 旧耐震基準である 1981 年（昭和 56 年）以前に建築された建築物は、87,862 ㎡、全

体の 38％です。今後、段階的に老朽化していく施設の更新が必要となります。 

＜令和 3年 3月 31日現在＞ 

（㎡） 

（出典：鳥栖市建設課保有データをもとに作成） 
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（２）道路の保有状況 

 

 

 

 

※市道延長：鳥栖市道路台帳（令和 3 年 3 月現在） 

 

1 級市道：市内の幹線道路網を構成し、かつ、国道、県道、主要集落、産業・住宅団地、 

観光施設、公共公益施設等を連絡する道路のこと。 

2 級市道：1 級市道を補完し市内の幹線道路網を構成し、かつ、国道、県道、1 級市道又 

は集落を連絡する道路のこと。 

3 級市道：1 級、2 級市道以外で、日常生活に密接な公共性のある道路のこと。 

林 道：林産物等の運搬及び森林施業を行うための道路のこと。 

◇ 鳥栖市が保有する道路は、1 級市道延長合計 119,599m、2 級市道延長合計 121,973m、

3級市道延長合計 392,451m、林道延長合計 21,743m、市道等の合計は全体で 655,766m

です。 

◇ 今後、建築物と同じように更新に多額の費用が発生することから、適切に管理してい

くことが必要です。 

図 築年数別割合 

図 築年数別の施設類型割合 

（出典：鳥栖市建設課保有データをもとに作成） 

（出典：鳥栖市建設課保有データをもとに作成） 

＜令和 3年 3月 31日現在＞ 

＜令和 3年 3月 31日現在＞ 
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３ 施設状況 

（３）橋りょうの保有状況 

 

 

 

 

 

 

  

鳥栖市では、保有する道路橋りょうについて、平成 26～30 年度に全 388 橋の点検を行

い、対策が必要な橋りょう 128 橋を抽出しています。鳥栖市橋梁長寿命化修繕計画に基づ

き、優先的に対策が必要な 90 橋を決め、財政の平準化を図りながら修繕管理を行ってい

ます。 

  また、今後も全 388 橋を対象に、5 年に 1 回を基本として定期点検を継続していきます。 

 林道橋りょうについても、定期点検を行い、修繕が必要なものについては適切な長寿命

化を行います。 

 

 

 

◇ 鳥栖市の保有する道路橋りょうは、高速道路を跨ぐ橋りょうが 10 橋、鉄道を跨ぐ橋

りょうが 5 橋、その他の橋りょうが 373 橋で、総延長は 4,898m、総面積は 30,362

㎡です。また、林道橋りょうは 5 橋で、総延長は 307ｍ、総面積は 1,870 ㎡です。 

◇ 多くの橋りょうが、完成から既に 30 年～50 年を経過しています。 

◇ 鳥栖市では、全ての橋りょうの点検を行い、修繕が必要なものについては適切な長寿

命化を図っています。 

（出典：鳥栖市橋梁長寿命化修繕計画、農林課保有データを基に作成） 

＜令和 3年 3月現在＞ 

図 橋りょうの年度別整備面積 
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３ 施設状況 

（４）上水管の保有状況 

 

 

 

 

 

 

※導水管：汲み上げた原水を浄水場へ送るための管 

※送水管：浄水場から配水池へ水を送るための管 

※配水管：配水池から各家庭等へ水を送るための管 

 

 

◇ 鳥栖市が保有する上水道の管は、導水管 8,182m、送水管 1,090m、配水管が 421,521m

で、管種別では、鋳鉄管 180,507m、鋼管 15,713m、塩ビ管が 234,573m、合計で

430,793m です。 

◇ 今後は、耐用年数(40 年)を超える管が多くなるため、修繕が必要なものについては適

切な更新を図っていく必要があります。 

＜令和 3年 3月現在＞ 

（出典：鳥栖市上下水道局保有データを基に作成） 

図 上水道の年度別整備延長 
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３ 施設状況 

（５）下水管きょの保有状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）公園の保有状況 

 

【都市公園一覧】 

布津原公園、姫方公園、田代新町公園、桜町公園、東町公園、池田下ため池公園、 

安永田公園、大久保公園、もちの木公園、さくら公園、蔵上北公園、蔵上西公園、 

蔵上東公園、鳥の里公園、サツキ公園、藤木公園、いずみパーク、中央公園、梅坂公園、

八ツ並公園、田代公園、市民公園、東公園、朝日山公園、藤木緑地  （計 ２５箇所） 

 

◇ 鳥栖市が保有する下水道の管きょは、コンクリート管 45,475m、陶管 8,466m、塩ビ

管が 394,740m、その他が 4,884m、合計で 453,565m です。 

◇ 2027 年以降、耐用年数(50 年)を超える管きょが出てきます。修繕が必要なものにつ

いては適切な更新を図っていく必要があります。 

（出典：鳥栖市上下水道局保有データを基に作成） 

図 下水道の年度別整備延長 

＜令和 3年 3月現在＞ 

◇ 鳥栖市が保有する都市公園は 25 箇所、総面積は 726,392 ㎡です。 

◇ 都市公園 25 箇所の点検を行い、修繕、更新等が必要なものについては適切な長寿命

化を図っています。 
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３ 施設状況 

（７）他都市との比較（建築物延べ床面積） 

 

 

 

  

総務省が平成 24 年 3 月に公表した「公共施設及びインフラ資産の将来の更新費用の比

較分析に関する調査結果」のなかで、平成 21 年度の決算資料、及び平成 22 年 3 月 31 日

時点の住民基本台帳をもと算出した人口 1 人当たりの延べ床面積の全国平均値は 3.22 ㎡/

人となっています。 

鳥栖市の人口１人当たりの延べ床面積は平成 27 年 3 月 31 日時点で 3.21 ㎡/人、令和 3

年 3 月 31 日時点で 3.13 ㎡/人となっており、人口１人当たりの延べ床面積は減少してい

ます。 

 

表 人口１人当たりの建築物の延べ床面積 

 鳥栖市 全国平均値 

人口１人当たりの延べ床面積 

        （㎡/人） 

3.21 

（平成 27 年 3 月 31 日時点） 
3.22 

3.13 

（令和 3 年 3 月 31 日時点） 

 

 

 

 

◇ 鳥栖市民１人当たりの建築物延べ床面積は 3.13 ㎡/人であり、全国平均（3.22 ㎡/

人）よりも小さくなっています。 

出典： 鳥栖市住民基本台帳、鳥栖市建設課保有データを基に算出 

    総務省「公共施設及びインフラ資産の将来の更新費用の比較分析に関する調査結果」平成 24年 3月 
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３ 施設状況 

（８）耐震化の状況 

 

 

 
 

施設類型別の建築物の耐震化の状況は、下表のとおりです。 

 
 

施設類型 
耐震性能別床面積（㎡） 合 計 

（㎡） 耐震化済注 1 耐震化未実施注２ 

市民文化系施設 20,741 0 20,741 

社会教育施設 2,987 649 3,636 

スポーツ・レクリエーション系施設 33,708 938 34,646 

産業系施設 239 0 239 

学校教育系施設 84,129 0 84,129 

子育て支援施設 3,872 0 3,872 

保健・福祉施設 5,748 0 5,748 

公営住宅 23,705 0 23,705 

公園 0 0 0 

その他 1,248 0 1,248 

行政系施設 6,486 8,556 15,042 

上下水道施設 12,562 0 12,562 

合 計 195,425 10,143 205,568 

割 合 95.1% 4.9% 100% 
 

※対象とする建築物は建築確認申請が必要な建築物のうち、木造以外の建築物で 2 以上の

階数を有し、又は延べ面積が 200 ㎡を超えるものです。 

注１ 耐震化済とは、旧耐震基準で耐震補強改修を行った建築物及び新耐震基準で耐震性能が確保され

ている建築物 

注２ 耐震化未実施とは、旧耐震基準で耐震診断又は耐震補強を行っていない建築物 

 

〔参考〕耐震改修促進法に基づく特定建築物 ･･･（指導・助言対象） 

 幼稚園・保育所：2 階かつ 500 ㎡以上 
 小・中学校等 ：2 階かつ 1,000 ㎡以上 
 老人ホーム等 ：2 階かつ 1,000 ㎡以上 
 一般体育館  ：1,000 ㎡以上 
 その他の多数利用の建築物：3 階かつ 1,000 ㎡以上 
 道路閉塞させる住宅・建築物（政令により一定の高さ以上のものを規定） 
 危険物を取り扱う建築物（政令により危険物の種類・量を規定） 

 

◇ 本市の公共建築物の耐震化率は、95.1％です。 

◇ 耐震化未実施の建築物は 4.9％あり、今後、耐震化等の検討を進めていくことが必要

となります。 

 

表 耐震化の状況 

（出典：鳥栖市建設課保有データをもとに作成） 

＜令和 3年 3月 31日現在＞ 



 

３ 施設状況

（９）更新費用の試算

 

 

 

 

 

 

 

総務省監修の下に行われた、財団法人自治総合センターによる「公共施設及びインフラ

資産の更新に係る費用を簡便に推計する方法に関する調査研究」（平成 23 年 3 月）を基に

開発された公共施設等更新費用試算ソフト（以下、費用試算ソフト）を用いて、鳥栖市が

保有する公共施設等を将来更新していく際に必要な費用を試算しました。 

 鳥栖市の建築物は、比較的間隔をおいて整備されてきましたが、2021 年時点においても、

築 30 年以上経過した、大規模改修による長寿命化が望ましい施設があります。 

 さらに、2028 年度頃からは、建築物の多くが築 60 年を経過しますので、建替えが必要

な時期を迎るとともに、下水道管きょの長寿命化費用が増大し始めるため、全体の更新費

用が更に増加します。 

 このままの施設数を維持していくと仮定した場合、2015 年から 2054 年の 40 年間で約

2,327 億円、平均すると年間約 58 億円の費用が必要になりますが、過去 10 年間で充てら

れた建設事業費を基に算出した費用は年間約 43 億円であり、更新費用が不足することと

なります。 

  

   

 

建築物及びインフラの大規模改修及び建替えに必要となる事業費は、2015 年から

2054 年の 40 年間で約 2,327 億円であり、平均すると年間約 58 億円の見込みとなり

ます。 

◇ これまでの施設の更新等の額は、年間約 43 億円(本市の過去 10 年間の実績を基に算

出)であり、適切な長寿命化を行うなどの対策を講じないと、施設の更新に要する費用

は不足します。 

図 建築物・インフラの改修・建替えに係る費用試算 

（出典：（一財）地域総合整備財団「公共施設等更新費用試算ソフト」を用いて作成） 

40 年間整備額  2327 億円 

1 年当たり整備額 58.1 億円 
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更新費用の試算 ～試算方法～ 

 

費用試算ソフトでの試算に用いられる、耐用年数、建て替え、大規模改修の単価については下記

のとおりです。なお、修繕費などの維持補修費用は試算に含まれていません。 

 

【前提条件】 

１ 建築物 

・耐用年数は 60 年とし、（日本建築学会「建築物の耐久計画に関する考え方」）建築後 30 年 

で大規模改修を行い、60 年間使用して建替えと仮定。 

・試算の時点で、建設時からの経過年数が 31 年以上 50 年未満の施設については、今後 10 年間で

均等に大規模改修を行うと仮定。 

・試算の時点で、建築時からの経過年数が 51 年以上経過しているものは、建替えの時期が近いた

め、大規模改修は行わずに 60 年を経た年度に建替えと仮定。 

・現在、建設を進めている市庁舎については、60 年間での建替えではなく、2021 年、2022 年に

建替え費用を計上。 

○更新単価 

施設分類 建替え 大規模改修 

市民文化系・社会教育系・行政系・ 

産業系・医療施設 

40 万円/㎡ 25 万円/㎡ 

スポーツ・レクリエーション系・ 

保健・福祉施設 

36 万円/㎡ 20 万円/㎡ 

学校教育系・子育て支援施設 33 万円/㎡ 17 万円/㎡ 

公営住宅 28 万円/㎡ 17 万円/㎡ 

２ 道路 

・道路の総面積を更新年数（15 年）で割った面積の舗装部分を、毎年度更新していくと仮定。 

  ○更新単価 

一般道路 4,700 円/㎡ 

３ 橋りょう 

・整備した年度から耐用年数（60 年）を経た年度に更新すると仮定。 

  ○更新単価 

PC 橋 425 千円/㎡ 

RC 橋 425 千円/㎡ 

鋼橋 500 千円/㎡ 

石橋 425 千円/㎡ 

木橋その他 425 千円/㎡ 

※PC橋：プレストレス・コンクリートを使用した橋りょうのこと。コンクリートは圧縮力には強いが、

引っ張る力には弱いので、引張力を受ける側を PC鋼材で補強したコンクリートを使用。 

※RC 橋：鉄筋コンクリートを使用した橋りょうのこと。引張力を受ける側を鉄筋で補強したコンクリ

ートを使用。 
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４ 上水管 

・整備した年度から耐用年数（40 年）を経た年度に更新すると仮定。 

  ○更新単価 

導水管・送水管 

300 ㎜未満 100 千円/m 

500 ㎜未満 114 千円/m 

1000 ㎜未満 161 千円/m 

1500 ㎜未満 345 千円/m 

2000 ㎜未満 742 千円/m 

2000 ㎜以上 923 千円/m 

 

配水管 

150 ㎜以下 97 千円/m 800 ㎜ 以下 178 千円/m 

200 ㎜ 以下 100 千円/m 900 ㎜ 以下 199 千円/m 

250 ㎜ 以下 103 千円/m 1000 ㎜ 以下 224 千円/m 

300 ㎜ 以下 106 千円/m 1100 ㎜ 以下 250 千円/m 

350 ㎜ 以下 111 千円/m 1200 ㎜ 以下 279 千円/m 

400 ㎜ 以下 116 千円/m 1350 ㎜ 以下 628 千円/m 

450 ㎜ 以下 121 千円/m 1500 ㎜ 以下 678 千円/m 

550 ㎜ 以下 128 千円/m 1650 ㎜ 以下 738 千円/m 

600 ㎜ 以下 142 千円/m 1800 ㎜ 以下 810 千円/m 

700 ㎜ 以下 158 千円/m 2000 ㎜ 以下 923 千円/m 

 

５ 下水管きょ 

・整備した年度から耐用年数（50 年）を経た年度に更新すると仮定。 

○更新単価 

コンクリート管 

１２４千円/ m 更生工法を前提 陶管 

塩ビ管 

更生管 １３４千円/ m 布設替えを前提 

 ※更生工法：地面を掘り起こさずに下水道の管路を直す工法。 

 ※布設替え：老朽化や破損した管路を取り換えること。 

 



23 
 

 

 

 

 
第３章 

 

施設類型 
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１ 建築物の施設類型 

鳥栖市の建築物の施設数は１８１(企業会計の上下水道施設含む)であり、内訳は次のとおりです。 

 

大分

類
施設数

延べ床面積

（㎡）
主な施設

1 集会施設 11 8,303 まちづくり推進センター

2 市民文化施設 3 13,101 市民文化会館、定住交流センター

1 図書館 1 2,353 図書館

2 その他社会教育施設 6 2,294 勤労青少年ホーム、同和教育集会所、機関車展示場

1 スポーツ施設 17 33,835

市民体育館、市民体育センター、市民球場、市民庭球

場、市民公園庭球場、市民弓道場、市民アーチェリー

場、市民プール、市民相撲場、陸上競技場、鳥栖スタジ

アム、鳥栖スタジアム北部グラウンド

2
レクリエーション・

観光施設
15 604 河川プール、九千部山公園、新鳥栖駅観光案内所

3 保養施設 3 1,923 栖の宿

4 産業系施設 1 産業振興施設等 3 270 櫓石泉源

1 学校 12 88,183 小学校、中学校

2 その他学校教育施設 3 3,465 学校給食センター

1 保育所 4 3,942 保育所

2 児童施設 8 1,024 なかよし会

1 高齢福祉施設 1 1,993 高齢者福祉施設

2 障害福祉施設 3 706
障害児通園施設（ひかり園）、地域活動支援センター、

三養基地区総合相談支援センター

3 保健施設 1 1,993 保健センター

4 その他社会保険施設 1 1,474 社会福祉会館

8 公営住宅 1 市営住宅 7 25,572 市営住宅

9 公園 1 公園 34 1,664 中央公園、朝日山公園、田代公園、市民公園

1 斎場 2 1,396 斎場

2 トイレ 4 248
鳥栖駅前公衆便所、新鳥栖駅みんなのトイレ、GLP鳥栖

トラック待機場

1 庁舎等 3 11,099 庁舎、西別館、情報センター

2 消防施設 23 1,018 消防団格納庫

3 供給処理施設 3 6,222 衛生処理場

4 その他行政系施設 1 151 お試し移住事業施設

169 212,833

1 上水施設 4 3,601
浄水場、北部浄水中継ポンプ場、安楽寺水源地、送水ポ

ンプ場

2 下水施設 8 14,760 浄化センター、し尿等受入施設、北部中継ポンプ場

12 18,361

181 231,194

行政系施設

計

市

民
利

用
施

設

市民文化系施設

社会教育系施設

スポーツ・レク

リエーション系

施設

学校教育系施設

子育て支援施設

保健・福祉施設

その他

中分類 小分類

1

2

3

計

合　計

企

業
会

計

12 上下水道施設

5

6

7

10

公

共
施

設

行

政
施

設

11

 

表 施設類型別建築物内訳 

（出典：鳥栖市建設課保有データをもとに作成） 

＜令和 3年 3月 31日現在＞ 



 

１ 建築物の施設類型

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◇ 鳥栖市の建築物の延べ床面積の割合については、学校教育系施設が３９．８％と最

も高く、次いでスポーツ・レクリエーション系施設の１５．８％となっています。 

◇ 施設数では、スポーツ・レクリエーション系施設が３５施設と最も多く、次いで公

園が３４施設となっています。 

◇ 今後の人口動態等を踏まえ、適正な配置を検討する必要があります。 

＜令和 3年 3月 31日現在＞ 

図 建築物の施設類型別割合 

（出典：鳥栖市建設課保有データをもとに作成） 
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２ 市民利用施設 

（１－１） 市民文化系施設 集会施設 

 

１ 施設の概要 1 

区分（小分類） 集会施設 

施設数 まちづくり推進センター               計（１１施設） 

鳥栖まちづくり推進センター、鳥栖まちづくり推進センター分館、 

鳥栖北まちづくり推進センター、田代まちづくり推進センター、 

田代まちづくり推進センター分館、弥生が丘まちづくり推進センター、 

若葉まちづくり推進センター、基里まちづくり推進センター、 

基里まちづくり推進センター分館、麓まちづくり推進センター 

旭まちづくり推進センター 

施設機能 集会室、調理室、大広間 等 

設置根拠 鳥栖市まちづくり推進センター条例 

設置目的 地域における住民交流の促進、生涯学習の推進及び高齢者福祉の増進により

相互のきずなを深め、地域課題の解決を図り、個性ある、魅力あるまちづく

りを推進することを目的とする。 

 

２ 建物の状況 1 

保有面積 ８，３０３ ㎡ （建築物全体の３．６％） 

経過年数 築３０年超 ６５．２％ 

主な構造 鉄筋コンクリート造、鉄骨造 

耐震化率 １００％ 

 

３ 運営の状態1 

管理形態 直営 

開館時間 ９時～２２時 

休館日 祝日、１２月２９日～１月３日、使用許可を行っていない日曜日 

利用料金 集会場及び大広間：４６０円、調理実習室：２６０円、 

その他諸室：１６０円 

利用状況 利用件数： 延べ  ８，７９２ 件 

利用人数： 延べ ８７，４６０ 人 

 

                                                   
1施設の概要、建物の状況、運営の状態については、令和２年度の状況。以下同様。 
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４ 収支の状況2 

収入 使用料収入等3     ３，１３２ 千円 

支出 人件費4 ７９，４８５ 千円 

更新費・修繕費 １３６，９０９ 千円 

光熱水費 １３，３８４ 千円 

委託料 １０，６５１ 千円 

その他 ０ 千円 

合計 ２４０，４２９ 千円 

収支の差 △２３７，２９７ 千円 

 

５ 所管部署 

市民環境部 市民協働推進課 電話： ０９４２－８５－３５７６ 

 

 

 

 

 

 

                                                   

2収支については、令和２年度決算額。以下同様。 

3使用料収入等については、使用料・負担金・ネーミングライツ料等。 
4人件費については、基本的に嘱託職員・臨時職員に係る経費を計上。 
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６ 施設配置状況（主な施設の写真） 

 

 

弥生が丘まちづくり推進センター 

基里まちづくり推進センター 
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２ 市民利用施設 

（１－２） 市民文化系施設 市民文化施設 

 

１ 施設の概要 

区分（小分類） 市民文化施設 

施設数 市民文化会館、定住・交流センター、都市広場トイレ    計（３施設） 

施設機能 ホール、会議室、和室、調理室 等 

設置根拠 鳥栖市民文化会館条例、鳥栖市定住・交流センター条例、鳥栖市都市広場条

例 

設置目的 ・地域社会の文化の向上と福祉の増進を図るため 

・地域社会の文化、産業両面にわたる交流拠点施設 

・地域住民が憩い、楽しみ、集う交流の場を提供し、もって文化の向上と 

公共の福祉の増進を図るため、都市広場を設置することを目的とする 

２ 建物の状況 

保有面積 １３，１０１ ㎡ （建築物全体の５．７％） 

経過年数 築３０年超  ５４．６％ 

主な構造 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造 

耐震化率 １００％ 

３ 運営の状態 

管理形態 直営 

開館時間 ９：００～２２：００ 

休館日 市民文化会館（火曜日）、定住・交流センター（月曜日） 

利用料金 施設使用料についてはホームページ参照 

利用状況 利用件数 延べ  ３，６６５ 件   

利用者数 延べ１３４，４７４ 人 

４ 収支の状況 

収入 使用料収入等   ３３，９６３ 千円 

支出 人件費   １８，７３４ 千円 

更新費・修繕費 ２３９，６４６ 千円 

光熱水費  ２５，５９３ 千円 

委託料  ９１，１２５ 千円 

その他  ２７，１２６ 千円 

合計  ４０２，２２４ 千円 

収支の差 △３６８，２６１ 千円 

 

５ 所管部署 

スポーツ文化部 文化芸術振興課 電話：０９４２－８５－３６４５ 
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６ 施設配置状況（主な施設の写真） 

 

定住・交流センター 

市民文化会館 
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２ 市民利用施設 

（２－１） 社会教育系施設 図書館 

１ 施設の概要 

区分（小分類） 図書館 

施設数 図書館（１施設） 

施設機能 一般室、児童室、視聴覚室、集会室、閉架書庫、展示ホール 等 

設置根拠 鳥栖市図書館設置条例 

設置目的 図書資料及び生活情報等により市民の教育と文化の発展に寄与する。 

２ 建物の状況 

保有面積 ２，３５３ ㎡ （建築物全体の １．０ ％） 

経過年数 築３０年超  ０％ 

主な構造 鉄筋コンクリート造 

耐震化率 １００％ 

３ 運営の状態 

管理形態 直営 

開館時間 １０：００～１９：００ 土日および祝日は１８：００閉館 

休館日 毎週月曜日及び第一木曜日整理休館日（祝日の場合は翌日が休館日）・特別

整理期間（年１回）・12/29～1/3 

利用料金 なし 

貸出冊数及び期限 １０冊・２週間 

蔵書数 １９７，０２４ 冊 

来館者数 １２６，００８ 人 

登録者数 ３１，０１６ 人 

貸出者数 延べ  ７７，９７４ 人   

貸出冊数 延べ ４１１，４１０ 冊 

４ 収支の状況 

収入 使用料収入等        ０ 千円 

支出 人件費   １９，８０９ 千円 

工事費・修繕費    １，５６２ 千円 

光熱水費    ６，００４ 千円 

委託料    ７，７０１ 千円 

その他        ０ 千円 

合計   ３５，０７６ 千円 

収支の差  △３５，０７６ 千円 

５ 所管部署 

教育部 生涯学習課 電話：０９４２－８５－３６３０ 
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６ 施設配置状況（主な施設の写真） 

 

図 書 館 
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２ 市民利用施設 

（２－２） 社会教育系施設 その他社会教育施設 

１ 施設の概要 

区分（小分類） その他社会教育施設 

施設数 勤労青少年ホーム、同和教育集会所 

古野文化財整理室、牛原町文化財整理室、田代文化財整理室、機関車展示場 

計（６施設） 

施設機能 集会室、調理（実習）室、和室、展示場 等 

設置根拠 鳥栖市勤労青少年ホーム条例、鳥栖市同和教育集会所設置条例、 

鳥栖市文化財保護条例 

設置目的 ・中小企業に働く青少年の健全な育成と福祉の増進に寄与するため 

・青少年の健全な育成と成人教育の振興を図り、団体生活を通じ各種の研修、 

 体育及び野外活動を行うため 

・市民の教育水準の向上と福祉の増進を図るため 

・鳥栖市指定文化財の保存と公開を目的とする 

２ 建物の状況 

保有面積 ２，２９４ ㎡ （建築物全体の １．０ ％）  

経過年数 築３０年超  ５３．６％ 

主な構造 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、木造 

耐震化率 ５０．３％ 

３ 運営の状態 

管理形態 直営 

開館時間 勤労青少年ホーム ９：００～２１：００ 

休館日 日曜日、祝日、年末年始 

利用料金 鳥栖市勤労青少年ホームは条例による金額  他施設は無料 

利用状況 利用件数 延べ １０４ 件  

（勤労青少年ホーム、同和教育集会所 計）  

利用人数 延べ ５，６７９ 人 （同上） 

４ 収支の状況 

収入 使用料収入等     ６２９ 千円 

支出 人件費   ４，４３２ 千円 

更新費・修繕費       ０ 千円 

光熱水費 １，５３５ 千円 

委託料   ３，３１７ 千円 

その他    ２５９ 千円 

合計   ９，５４３ 千円 

収支の差  △８，９１４ 千円 

５ 所管部署 

教育部 生涯学習課 電話：０９４２－８５－３６９４ 
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６ 施設配置状況（主な施設の写真） 

 

牛原町文化財整理室 

勤労青少年ホーム 
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２ 市民利用施設 

（３－１） スポーツ・レクリエーション系施設 スポーツ施設 

１ 施設の概要 

区分（小分類） スポーツ施設 

施設数 市民体育館、市民体育館諸室、市民体育センター、市民球場、市民庭球場、

市民公園庭球場、弓道場、旧弓道場、アーチェリー場、市民プール、相撲場、

陸上競技場、鳥栖スタジアム、鳥栖スタジアム北部グラウンド、市民運動広

場、儀徳町運動広場、基里運動広場          計（１７施設） 

施設機能 アリーナ、グラウンド、スタンド、会議室、トイレ 等 

設置根拠 鳥栖市体育施設条例、鳥栖スタジアム条例 

設置目的 ・市民の体位向上並びにスポーツ振興のため 

・地域社会のスポーツの振興及び交流の促進のため 

２ 建物の状況 

保有面積 ３３，８３５ ㎡ （建築物全体の １４．６ ％） 

経過年数 築３０年超  ２６．１％ 

主な構造 鉄筋コンクリート造、鉄骨造 

耐震化率 ９７．２％ 

３ 運営の状態 

管理形態 直営 

開館時間 ９：００～２２：００ 

休館日 月曜日（祝日の場合は翌火曜日）、年末年始（１２月２９日～１月３日） 

利用料金 使用料については市ホームページ参照 

利用状況 利用件数 延べ  １５，１１９ 件 

利用人数 延べ ３１２，９３９ 人   

４ 収支の状況 

収入 使用料収入等   １１６，５３９ 千円 

支出 人件費 ４２，８９７ 千円 

更新費・修繕費 ４８２，８３４ 千円 

光熱水費 ４６，５５３ 千円 

委託料    ７５，４３６ 千円 

その他   １７３，９８０ 千円 

合計 ８２１，７００ 千円 

収支の差 △７０５，１６１ 千円 

５ 所管部署 

スポーツ文化部 スポーツ振興課 電話：０９４２－８５－３５２２ 
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６ 施設配置状況（主な施設の写真） 

 

鳥栖スタジアム 

陸上競技場 
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２ 市民利用施設 

（３－２） スポーツ・レクリエーション系施設 レクリエーション・観光施設 

 

１ 施設の概要 

区分（小分類） レクリエーション・観光施設 

施設数 四阿屋遊泳場、城山自然公園、杓子ヶ峰公園、御手洗の滝キャンプ場、沼川

河川プール、九千部山、新鳥栖駅観光案内所、東橋休憩所、市民の森、河内

河川プール、大木川休憩所、沼川ジョギングロード、秋光川ジョギングロー

ド、安良川休憩所、あさひ新町調整池        計（１５施設） 

施設機能 東屋、トイレ 等 

設置根拠 ― 

設置目的 ・遊泳場利用者等のトイレ・休憩所として 

・観光地のトイレとして 

・鳥栖市の観光案内として 

・ジョギングロード利用者の休憩の場、トイレとして 

 

２ 建物の状況 

保有面積 ６０４ ㎡ （建築物全体の ０．３％）  

経過年数 築３０年超  ２３．２％ 

主な構造 鉄骨造、木造 

耐震化率 －   

 

３ 運営の状態 

管理形態 直営 

利用状況 利用人数 延べ ８６，０７２ 人     

 

４ 収支の状況 

収入 使用料収入等    ２，２４７ 千円 

支出 人件費 ０ 千円 

更新費・修繕費 ８，８６１ 千円 

光熱水費 ６２３ 千円 

委託料 ４，０３１ 千円 

その他 ８５５ 千円 

合計 １４，３７０ 千円 

収支の差 △１２，１２３ 千円 

５ 所管部署 

経済部 商工振興課 電話：０９４２－８５－３６０５ 

経済部 農林課 電話：０９４２－８５－３５６６ 

建設部 維持管理課 電話：０９４２－８５－３５９８ 
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６ 施設配置状況（主な施設の写真） 

  

四阿屋 

九千部山 
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２ 市民利用施設 

（３－３） スポーツ・レクリエーション系施設 保養施設 

１ 施設の概要 

区分（小分類） 保養施設 

施設数 地域休養施設（とりごえ荘）、滞在型農園施設（やまびこ山荘）、滞在型農園

施設農園管理舎                    計（３施設） 

施設機能 宿泊室、休憩室、食堂、温泉浴室 等 

設置根拠 鳥栖市地域休養施設条例、鳥栖市滞在型農園施設条例 

設置目的 農業者等の健康増進と自主的な集会、研修会等を通じて地域連帯感を深める

ため。 

農業体験等を通じて都市住民と農村との交流を促進することにより、農業・

農村の活性化を図るため。 

２ 建物の状況 

保有面積 １，８６６ ㎡ （建築物全体の ０．８ ％） 

経過年数 築３０年超  ４０．５％ 

主な構造 鉄筋コンクリート造一部木造 

耐震化率 １００％ 

３ 運営の状態 

管理形態 指定管理 

開館時間 ９時３０分～ 

休館日 火曜日、年末年始 

利用料金 施設使用料 ：大人 300円、中学生 200円、小学生 100円 

宿泊料金  ：大人 6,500円～、中学生 6,000円～、小学生 5,850円～ 

利用者数 地域休養施設（とりごえ荘）  ：延べ１４，３６５人 

滞在型農園施設（やまびこ山荘）：延べ２１，４４５人 

滞在型農園施設農園管理舎   ：      １９人 

計                 ３５，８２９人  

４ 収支の状況 

収入 使用料収入等 ０ 千円5 

支出 更新費・修繕費 １，７２７ 千円 

光熱水費 ３５０ 千円 

委託料 １１７ 千円 

指定管理料 ４０，０２４ 千円 

その他 ２，３８８ 千円 

合計 ４４，６０６ 千円 

収支の差 △４４，６０６ 千円 

５ 所管部署 

経済部 農林課 電話：０９４２－８５－３５６３ 

                                                   
5 使用料収入については、指定管理者の利用料金として収入 
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６ 施設配置状況（主な施設の写真） 

 

栖の宿 
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２ 市民利用施設 

（４－１） 産業系施設 産業振興施設等 

 

１ 施設の概要 

区分（小分類） 産業振興施設等 

施設数 櫓石泉源、水車小屋、県営かんがい排水事業鳥栖地区北部線 計（３施設） 

施設機能 会議室、事務室、揚水施設 等 

設置根拠 鳥栖市地域休養施設条例、鳥栖市滞在型農園施設条例 

設置目的 地域休養施設及び滞在型農園施設へ温泉水を供給するため 

 

２ 建物の状況 

保有面積 ２７０ ㎡ （建築物全体の ０．１ ％） 

経過年数 築３０年超  ６．７％ 

主な構造 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造、木造 

耐震化率 １６．９％ 

 

３ 運営の状態 

管理形態 直営 

 

４ 収支の状況 

収入 使用料収入等     ０ 千円 

支出 人件費 ０ 千円 

更新費・修繕費 ０ 千円 

光熱水費 ３５０ 千円 

委託料 ０ 千円 

その他 ０ 千円 

合計 ３５０ 千円 

収支の差 △３５０ 千円 

 

５ 所管部署 

経済部 農林課 電話：０９４２－８５－３５６３ 
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６ 施設配置状況（主な施設の写真） 

 

水車小屋 
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２ 市民利用施設 

（５－１） 学校教育系施設 学校 

１ 施設の概要 

区分（小分類） 学校 

施設数 小学校：（８施設）鳥栖小学校、鳥栖北小学校、田代小学校、弥生が丘小学

校、若葉小学校、基里小学校、麓小学校、旭小学校 

中学校：（４施設）鳥栖中学校、田代中学校、基里中学校、鳥栖西中学校 

施設機能 教室、図書室、保健室、体育館 等 

設置根拠 鳥栖市立小、中学校設置条例 

設置目的 （小学校）心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基

礎的なものを施すことを目的とする。 

（中学校）小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、義務教

育として行われる普通教育を施すことを目的とする。 

２ 建物の状況 

保有面積 小学校：５５，０５５ ㎡ （建築物全体の ２３．８％）  

中学校：３３，１２８ ㎡ （建築物全体の １４．３％） 

計  ：８８，１８３ ㎡ （建築物全体の ３８．１％） 

経過年数 小学校：築３０年超  ６６．０％ 

中学校：築３０年超  ７３．６％ 

計  ：築３０年超  ６８．９％ 

主な構造 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、木造 

耐震化率 小学校：１００％  中学校：１００％   

３ 運営の状態 

管理形態 直営 

児童数 小学校：４，７５５人   中学校：２，１３６人 

学級数 小学校：２２８学級（普通１４５、特別支援８３）  

中学校： ８２学級（普通５８、特別支援２４） 

４ 収支の状況 

 小学校 中学校 

収入 使用料収入等        ０ 千円   ６７，４１４ 千円 

支出 人件費        ０ 千円        ０ 千円 

更新費・修繕費 ３１，５８１ 千円 ２７８，９７７ 千円 

光熱水費 ４９，６４０ 千円 ２１，０１９ 千円 

委託料 ３２，７９２ 千円 ８，９９１ 千円 

その他 ０ 千円 ０ 千円 

合計 １１４，０１３ 千円 ３０８，９８７ 千円 

収支の差 △１１４，０１３ 千円 △２４１，５７３ 千円 

５ 所管部署 

教育部 教育総務課 電話：０９４２－８５－３６９０ 
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６ 施設配置状況（主な施設の写真） 

 

鳥栖北小学校 

基里中学校 
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２ 市民利用施設 

（５－２） 学校教育系施設 その他学校教育施設 

 

１ 施設の概要 

区分（小分類） その他学校教育施設                 

施設数 鳥栖市学校給食センター、若葉小通学児童バス待合施設、旭小学校前バス停 

                           計（３施設） 

施設機能 （給食センター）調理室、ランチルーム 等 

（バス停）待合所、上屋 

設置根拠 （給食センター）鳥栖市学校給食センター設置条例 

設置目的 （給食センター）市内小学校において実施される給食の調理等を行うことを

目的とする。 

（バス停）バス通学が必要な児童のバス待合所として整備 

 

２ 建物の状況 

保有面積 ３，４６５ ㎡ （全体の １．５％）  

経過年数 築３０年超  ０％ 

主な構造 鉄骨造 

耐震化率 １００％   

 

３ 運営の状態 

管理形態 直営 

 

４ 収支の状況  

収入 使用料収入等        ５０ 千円 

支出 人件費   １５２，１５７ 千円 

更新費・修繕費 ２，６７５ 千円 

光熱水費 ３８，０５１ 千円 

委託料 ５０，１２９ 千円 

その他 １７，８５５ 千円 

合計 ２５７，８６７ 千円 

収支の差 △２５７，８１７ 千円 

 

５ 所管部署 

教育部 教育総務課 電話：０９４２－８５－３６９０ 

教育部 学校給食課 電話：０９４２－８５－８０５０ 
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６ 施設配置状況（主な施設の写真） 

 

学校給食センター 
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２ 市民利用施設 

（６－１） 子育て支援施設 保育所 

 

１ 施設の概要 

区分（小分類） 保育所 

施設数 小鳩園、下野園、白鳩園、鳥栖いづみ園           計（４施設） 

施設機能 保育室、調理室、事務室 等 

設置根拠 鳥栖市保育所条例 

設置目的 保護者に代わり児童の保育を実施するため 

 

２ 建物の状況 

保有面積 ３，９４２ ㎡ （建築物全体の １．７ ％） 

経過年数 築３０年超  ２３．５％ 

主な構造 鉄筋コンクリート造、鉄骨造 

耐震化率 １００％ 

 

３ 運営の状態 

管理形態 直営 

開館時間 ７：００～１９：００ 

休館日 日曜日、祝日、年末年始 

利用料金 鳥栖市保育所保育料徴収規則による 

児童定員数 小鳩園：１３０人 下野園：５０人 白鳩園：１１０人  

鳥栖いづみ園：２２５人 

計５１５人  

 

４ 収支の状況 

収入 使用料収入等   ３９，７９５ 千円 

支出 人件費 １１６，４４７ 千円 

更新費・修繕費 ２，８２１ 千円 

光熱水費 ９，７５９ 千円 

委託料 ４，３７９ 千円 

その他 ４５，４６１ 千円 

合計 １７８，８６７ 千円 

収支の差 △１３９，０７２ 千円 

 

５ 所管部署 

健康福祉みらい部 こども育成課 電話：０９４２－８５－３５５２ 
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６ 施設配置状況（主な施設の写真） 

 

白鳩園 

小鳩園 
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２ 市民利用施設 

（６－２） 子育て支援施設 児童施設 

 

１ 施設の概要 

区分（小分類） 児童施設 

施設数 なかよし会（鳥栖小、鳥栖北小、田代小、若葉小、基里小、麓小、旭小、 

弥生が丘小）                       計（８施設） 

施設機能 保育室 等 

設置根拠 児童福祉法 

設置目的 放課後留守家庭の児童の学童保育を実施するため 

 

２ 建物の状況 

保有面積 １，０２４ ㎡ （建築物全体の ０．４％） 

経過年数 築３０年超  ０％ 

主な構造 木造、鉄骨造 

耐震化率 １００％ 

 

３ 運営の状態 

管理形態 直営 

開館時間 １４：００～１８：００（長期休暇等８：００～１８：００） 

休館日 日曜日、祝日、年末年始、８月１３～１５日 

利用料金 鳥栖市放課後児童クラブ運営協議会の設定による 

児童数 鳥栖小なかよし会：９０人 鳥栖北小なかよし会：９４人 田代小なかよし

会：６０人 若葉小なかよし会：５４人 基里小なかよし会：５４人、麓小

なかよし会：５７人、旭小なかよし会：１０３人、弥生が丘小なかよし会： 

９７人                       計６０９人 

 

４ 収支の状況 

収入 使用料収入等   ４７，７１２ 千円6 

支出 人件費        ０ 千円 

更新費・修繕費 ９９０ 千円 

光熱水費        ０ 千円 

委託料 ２２ 千円 

その他 ６６，７５８ 千円（運営協議会への補助金） 

合計 ６７，７４８ 千円 

収支の差 △２０，０３６ 千円 

５ 所管部署 

教育部 生涯学習課 電話：０９４２－８５－３６９４ 

                                                   
6 使用料収入については、運営協議会の利用料金として収入 
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６ 施設配置状況（主な施設の写真） 

 

若葉小学校なかよし会 

旭小学校なかよし会 
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２ 市民利用施設 

（７－１） 保健・福祉施設 高齢福祉施設 

 

１ 施設の概要 

区分（小分類） 高齢福祉施設 

施設数 高齢者福祉施設                      （１施設） 

施設機能 会議室、浴室、相談室 等  

設置根拠 鳥栖市高齢者福祉施設条例 

設置目的 

在宅の要援護老人及びその家族の福祉の向上を図るため（１階） 

老人に対し各種の相談に応じ、老人の後退機能の回復訓練を行うとともに、

教養の向上、レクリエーシヨンに関する便宜を提供する等健康で明るい生活

を営ませることをため（２階） 

 

２ 建物の状況 

保有面積 １，９９３ ㎡ （建築物全体の ０．９％） 

経過年数 築３０年超  ０％ 

主な構造 鉄筋コンクリート造 

耐震化率 １００％ 

 

３ 運営の状態 

管理形態 
社会福祉法人による運営（１階） 

直営（２階） 

開館時間 ９：００～１７：００ 

休館日 日曜日、祝日、１２月２９日～１月３日 

利用料金 集会場及び大広間：４６０円/時 その他諸室：１６０円/時 

利用者数 延べ ５，３７９ 人   

 

４ 収支の状況 

収入 使用料収入等 ７，２３０ 千円 

支出 人件費 ４，６９０ 千円 

更新費・修繕費 ３，４８２ 千円 

光熱水費 １３，４７０ 千円 

委託料 ７，５８９ 千円 

その他 ０ 千円 

合計 ２９，２３１ 千円 

収支の差 △２２，００１ 千円 

 

５ 所管部署 

健康福祉みらい部 高齢障害福祉課 電話：０９４２－８５－３５５４ 



52 
 

６ 施設配置状況（主な施設の写真） 

 

高齢者福祉施設 
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２ 市民利用施設 

（７－２） 保健・福祉施設 障害福祉施設 

 

１ 施設の概要 

区分（小分類） 障害福祉施設 

施設数 ひかり園、地域活動支援センター、鳥栖・三養基地区総合相談支援センター  

計（３施設） 

施設機能 会議室、訓練室、相談室 等 

設置根拠 鳥栖市障害児通園施設条例【ひかり園】 

鳥栖市地域活動支援センター事業実施要領【地域活動支援センター】 

鳥栖市障害者相談支援事業実施要綱・鳥栖市障害者虐待防止対策事業実施要

綱【鳥栖・三養基地区総合相談支援センター】 

設置目的 【ひかり園】 

心身の発達や成長の遅れを早期に発見し、遅れや心配のある児童に、早期 

に適切な療育や訓練を行う 

【地域活動支援センター】 

障害者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会交流の促

進等など、障害者等の地域生活支援の促進を図る 

【鳥栖・三養基地区総合相談支援センター】 

障害者（児）又はその保護者からの福祉に関する相談に応じ、必要な情報

提供や福祉サービスに関する支援を行う。また、障害者虐待の防止及び早期

発見に努める。 

 

２ 建物の状況 

保有面積 ７０６ ㎡ （建築物全体の ０．３％） 

経過年数 築３０年超  １６．９％ 

主な構造 鉄骨造 

耐震化率 １００％ 

 

３ 運営の状態 

管理形態 直営：ひかり園、地域活動支援センター 

包括委託 ：鳥栖・三養基地区総合相談支援センター 

開館時間 ひかり園 ８：３０～１７：１５ 

地域活動センター、総合相談支援センター ９：００～１８：００ 

休館日 日曜日、祝日、１２月２９日～１月３日 

利用者数 延べ ４３０ 人   
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４ 収支の状況 

収入 使用料収入等 １６，３０３ 千円 

支出 人件費 １４，０４３ 千円 

更新費・修繕費       ０ 千円 

光熱水費 ６８７ 千円 

委託料 １５，６８９ 千円 

その他 ５，８１０ 千円 

合計 ３６，２２９ 千円 

収支の差 △１９，９２６ 千円 

 

５ 所管部署 

健康福祉みらい部 高齢障害福祉課 電話：０９４２－８５－３６４２ 
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６ 施設配置状況（主な施設の写真） 

 

障害児通園施設ひかり園 
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２ 市民利用施設 

（７－３） 保健・福祉施設 保健施設 

 

１ 施設の概要 

区分（小分類） 保健施設 

施設数 保健センター                      （１施設） 

施設機能 健診室、健康相談室、栄養実習室 等 

設置根拠 鳥栖市保健センター条例、鳥栖市休日救急医療センター設置条例 

設置目的 ・市民の健康意識を高揚し、健康の保持・増進及び疾病の予防を図るため。 

・休日における市民の応急的な診療を行うため。 

 

２ 建物の状況 

保有面積 １，９９３ ㎡ （建築物全体の ０．９％） 

経過年数 築３０年超  ０％ 

主な構造 鉄筋コンクリート造 

耐震化率 １００％ 

 

３ 運営の状態 

管理形態 直営 

開館時間 保健センター     ８：３０～１７：１５ 

休日救急医療センター ９：００～１９：００ 

日曜、祝日、１月２日、３日、１２月３１日 

休館日 土日祝日（休日救急医療センター除く） 

利用者数 延べ １０，６３５人 （保健センター） 

 

４ 収支の状況 

収入 使用料収入等 ４６，７２７ 千円 

支出 人件費 ０ 千円 

更新費・修繕費 １４３，８６８ 千円 

光熱水費 ４，６５０ 千円 

委託料 ４１，７１２ 千円 

その他 ４００ 千円 

合計 １９０，６３０ 千円 

収支の差 △１４３，９０３ 千円 

 

５ 所管部署 

健康福祉みらい部 健康増進課 電話：０９４２－８５－３６５０ 
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６ 施設配置状況（主な施設の写真） 

 

保健センター 
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２ 市民利用施設 

（７－４） 保健・福祉施設 その他社会保険施設 

 

１ 施設の概要 

区分（小分類） その他社会保険施設 

施設数 社会福祉会館（１施設） 

施設機能 会議室、相談室 等 

設置根拠 鳥栖市社会福祉会館条例 

設置目的 在宅障害者の福祉の向上と児童の健全な育成を図るため。 

 

２ 建物の状況 

保有面積 １，４７４ ㎡ （建築物全体の ０．６％） 

経過年数 築３０年超  １００％ 

主な構造 鉄筋コンクリート造 

耐震化率 １００％ 

 

３ 運営の状態 

管理形態 指定管理 

開館時間 １０：００～１６：３０ 

休館日 日曜日、祝日、１２月２９日～１月３日 

利用者数 延べ ２７，２７３人   

 

４ 収支の状況 

収入 使用料収入等        ０ 千円 

支出 人件費7        ０ 千円 

更新費・修繕費        ０ 千円 

光熱水費        ０ 千円 

委託料        ０ 千円 

指定管理料   １８，７７３ 千円 

合計   １８，７７３ 千円 

収支の差 △１８，７７３ 千円 

 

５ 所管部署 

健康福祉みらい部 地域福祉課 電話：０９４２－８５－３５５３ 

 

 

                                                   
7 人件費等については、指定管理料に含む 
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６ 施設配置状況（主な施設の写真） 

 

社会福祉会館 



60 
 

２ 市民利用施設 

（８－１） 公営住宅 市営住宅 

 

１ 施設の概要 

区分（小分類） 市営住宅（公営住宅、改良住宅） 

※公営住宅：公営住宅法に基づき建設を行い、管理している住宅 

※改良住宅：住宅地区改良法に基づく改良事業により整備し、管理してい 

る住宅 

施設数 公営住宅（６施設） 

萱方町住宅、萱方町第２住宅、前田アパート、浅井町浅井アパート、 

元町アパート、鳥栖南部団地アパート 

改良住宅（１施設） 

本鳥栖アパート                  計（７施設） 

施設機能 住宅、集会所、物置 等 

設置根拠 公営住宅法、住宅地区改良法、鳥栖市営住宅条例 等 

設置目的 住宅に困窮する低額所得者に対し、生活の安定と社会福祉の増進に寄与する

ことを目的とする。 

２ 建物の状況 

保有面積 ２５，６２５ ㎡ （全体の １１．１％） 

経過年数 築３０年超  ９９．６％ 

主な構造 鉄筋コンクリート造、補強コンクリートブロック造 

耐震化率 １００％ 

３ 運営の状態 

管理形態 直営 

管理戸数 ４７１戸 【公営住宅】  ４３５ 戸 【改良住宅】 ３６ 戸 

利用世帯 ４０７ 世帯 （入居率８６％） 

家賃 世帯収入に応じて決定 

４ 収支の状況 

収入 使用料収入等  １０４，７５０ 千円 

支出 人件費 ４４４ 千円 

更新費・修繕費 ８２，２０７ 千円 

光熱水費 ０ 千円 

委託料 ２，７４２ 千円 

その他 ９２４ 千円 

合計 ８６，３１７ 千円 

収支の差 １８，４３３ 千円 

５ 所管部署 

建設部 建設課 電話：０９４２－８５－３６００ 
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６ 施設配置状況（主な施設の写真） 

 

鳥栖南部団地アパート 
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２ 市民利用施設 

（９－１） 公園 公園 

１ 施設の概要 

区分（小分類） 公園 

施設数 

※下記施設機能を有する公園 

中央公園、朝日山公園、田代公園、市民公園、藤木緑地、藤木公園、姫方公

園、田代新町公園、桜町公園、東町公園、大久保公園、浅井町児童遊園、鳥

栖北児童遊園、八ツ並公園、梅坂公園、安永田公園、もちの木公園、いずみ

パーク、さくら公園、鳥の里公園、東公園、サツキ公園、蔵上北公園、蔵上

西公園、蔵上東公園、流通業務団地第１号公園、流通業務団地第２号公園、

流通業務団地第３号公園、流通業務団地第４号公園、池田下ため池公園、原

古賀町二本松公園、さくらパーク、西部工業団地１号公園、西部工業団地２

号公園                        計（３４施設） 

施設機能 東屋、トイレ 等 

設置根拠 鳥栖市都市公園条例、児童福祉法、都市計画法施行令 

設置目的 近隣住民の公共の福祉の増進 

児童の健康増進や情緒を豊かにすること 

開発区域内の緑地帯及び騒音・振動等の緩衝帯の確保 

２ 建物の状況 

保有面積 １，６６４ ㎡ （全体の ０．７％）  

経過年数 築３０年超  １１．３％ 

主な構造 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、木造 

耐震化率 －   

３ 運営の状態 

管理形態 直営 

４ 収支の状況 

収入 使用料収入等   １，０５７ 千円 

支出 人件費        ０ 千円 

更新費・修繕費  ２１，１９６ 千円 

光熱水費 ４，４００ 千円 

委託料 ３，８７３ 千円 

その他 ８ 千円 

合計 ２９，４７７ 千円 

収支の差 △２８，４２０ 千円 

５ 所管部署 

建設部 都市計画課 電話：０９４２－８５－３６０３ 

建設部 国道・交通対策課 電話：０９４２－８５－３６０２ 

経済部 商工振興課 電話：０９４２－８５－３６０６ 
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６ 施設配置状況（主な施設の写真） 

 

八ツ並公園 

市民公園 
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２ 市民利用施設 

（１０－１） その他 斎場 

 

１ 施設の概要 

区分（小分類） 斎場 

施設数 斎場、旧火葬場                  計（２施設） 

施設機能 ホール、待合室 等 

設置根拠 鳥栖市斎場条例 

設置目的 死亡者の火葬のため 

 

２ 建物の状況 

保有面積 １，３９６ ㎡ （全体の ０．６％）  

経過年数 築３０年超  ９．０％ 

主な構造 鉄筋コンクリート造  

耐震化率 １００％   

 

３ 運営の状態 

管理形態 直営 

開館時間 ８時３０分～１７時 

休館日 １月１日 

利用料金 市内居住者：無料 

市外居住者：７５，０００～２５，０００円 

利用件数  ７２６ 件 

 

４ 収支の状況 

収入 使用料収入等    ２，７８７ 千円 

支出 人件費 ０ 千円 

更新費・修繕費 ７９，７４０ 千円 

光熱水費 ３，６１１ 千円 

委託料 １８，３９７ 千円 

その他 ３，７７８ 千円 

合計 １０５，５２６ 千円 

収支の差 △１０２，７３９ 千円 

 

５ 所管部署 

市民環境部 環境対策課 電話：０９４２－８３－３５６１ 
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６ 施設配置状況（主な施設の写真） 

  

斎 場 



66 
 

２ 市民利用施設 

（１０－２） その他 トイレ 

 

１ 施設の概要 

区分（小分類） トイレ  

施設数 鳥栖駅前公衆便所、弥生が丘駅前公衆便所、新鳥栖駅みんなのトイレ 

GLP鳥栖トラック待機場                計（４施設） 

施設機能 男子トイレ、女子トイレ 等 

設置根拠 ― 

設置目的 公衆衛生を適切に管理するため。 

GLP鳥栖トラック待機場利用者等のトイレ 

 

２ 建物の状況 

保有面積 ２４８ ㎡ （全体の ０．１％）  

経過年数 築３０年超  ０％ 

主な構造 鉄筋コンクリート造、鉄骨造 

耐震化率 －   

 

３ 運営の状態 

管理形態 直営 

 

４ 収支の状況 

収入 使用料収入等       ０ 千円 

支出 人件費 ０ 千円 

更新費・修繕費 ８１８ 千円 

光熱水費 １，９４６ 千円 

委託料 ６，４９６ 千円 

その他 ３ 千円 

合計 ９，２６３ 千円 

収支の差 △９，２６３ 千円 

 

５ 所管部署 

経済部 商工振興課 電話：０９４２－８５－３６０６ 

建設部 維持管理課 電話：０９４２－８５－３５９８ 

建設部 国道・交通対策課 電話：０９４２－８５－３６０２ 
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６ 施設配置状況（主な施設の写真） 

 

鳥栖駅前公衆便所 
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３ 行政系施設 

（１－１） 行政系施設 庁舎等 

 

１ 施設の概要 

区分（小分類） 庁舎等 

施設数 市庁舎、西別館、情報センター             計（３施設） 

施設機能 市民ホール、会議室、執務室、議場 等 

設置根拠 鳥栖市の市役所位置設定条例 

設置目的 地方行政のため 

鳥栖市のサーバー機器類のハウジング及び会議等使用のため 

 

２ 建物の状況 

保有面積 １１，０９９ ㎡ （建築物全体の ４．８％）  

経過年数 築３０年超  ８８．１％ 

主な構造 鉄筋コンクリート造、鉄骨造 

耐震化率 １９．８％   

 

３ 運営の状態 

管理形態 直営 

 

４ 収支の状況 

収入 使用料収入等   １５，５２９ 千円 

支出 人件費 ０ 千円  

更新費・修繕費 １，８８６ 千円 

光熱水費 ２６，５１２ 千円 

委託料 ３４，３０３ 千円 

その他 ０ 千円 

合計 ６２，７０１ 千円 

収支の差 △４７，１７２ 千円 

 

５ 所管部署 

総務部 総務課 電話：０９４２－８５－３５０６ 

企画政策部 情報政策課 電話：０９４２－８５－３５１２ 
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６ 施設配置状況（主な施設の写真） 

 

鳥栖市役所 
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３ 行政系施設 

（１－２） 行政系施設 消防施設 

 

１ 施設の概要 

区分（小分類） 消防施設 

施設数 消防団格納庫 （２１施設） 

（第１分団本部、第１分団特設本部、第１分団第１部、第１分団第２部、第

１分団第３部、第２分団本部、第２分団第１部、第２分団第２部、第２分団

第３部、第３分団本部、第３分団第２本部、第３分団第４部、第３分団第５

部、第３分団第６部、第４分団本部、第４分団第１部、第４分団第２部、第

５分団本部、第５分団第１部、第５分団第２部、第５分団第３部） 

 

中央水防倉庫 （２施設） 

倉庫（旧第３分団第３部消防団格納庫） 

計（２３施設） 

施設機能 詰所、車庫、倉庫 等 

設置根拠 鳥栖市消防団規則 

設置目的 消防活動に必要な消防車両や機械器具の保管場所及び火災・災害の際の活動

拠点とするため 

 

２ 建物の状況 

保有面積 １，０１８ ㎡ （建築物全体の ０．４％） 

経過年数 築３０年超  ４４．９％ 

主な構造 鉄筋コンクリート造、補強コンクリートブロック造、鉄骨造、木造 

耐震化率 － 

 

３ 運営の状態 

管理形態 直営 

利用者数（定数） 第１分団本部      ：１７人 

第１分団特設本部    ：２０人 

第１分団第１部     ：１０人 

第１分団第２部     ：１０人 

第１分団第３部     ：１４人 

第２分団本部      ：２４人 

第２分団第１部     ： ９人 

第２分団第２部     ：１０人 

第２分団第３部     ：１４人 

第３分団本部      ：２９人 

第３分団第２本部    ：２０人 

第３分団第４部     ：１５人 
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第３分団第５部     ：１５人 

第３分団第６部     ：１５人 

第４分団本部      ：１９人 

第４分団第１部     ：１３人 

第４分団第２部     ：１４人 

第５分団本部      ：２１人 

第５分団第１部     ：１４人 

第５分団第２部     ： ７人 

第５分団第３部     ： ９人 

計           ：３１９人 

 

４ 収支の状況 

収入 使用料収入等      ０ 千円 

支出 人件費 ０ 千円 

更新費・修繕費 ３，６５４ 千円 

光熱水費 １，９７７ 千円 

委託料      ０ 千円 

その他      ０ 千円 

合計 ５，６３１ 千円 

収支の差 △５，６３１ 千円 

 

５ 所管部署 

総務部 総務課 電話：０９４２－８５－３５０６ 

 

※団長、副団長、女性団員を除く 
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６ 施設配置状況（主な施設の写真） 

 

第１分団本部消防団格納庫 
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３ 行政系施設 

（１－３） 行政系施設 供給処理施設 

 

１ 施設の概要 

区分（小分類） 供給処理施設 

施設数 衛生処理場、不燃物処理場、資源物広場         計（３施設） 

施設機能 処理室、管理室、倉庫 等 

設置根拠 鳥栖市衛生処理場設置条例 

設置目的 し尿及びごみ処理、不燃物の処理、資源物広場の回収指導業務のため 

 

２ 建物の状況 

保有面積 ６，２２２ ㎡ （建築物全体の ２．７％）  

経過年数 築３０年超  ９９．５％ 

主な構造 鉄筋コンクリート造、鉄骨造 

耐震化率 １００％   

 

３ 運営の状態 

管理形態 直営 

利用者数 資源物広場：延べ １３３，０６６人 

 

４ 収支の状況 

収入 使用料収入等         ０ 千円 

その他 ２，２６８ 千円 

計 ２，２６８ 千円 

支出 人件費 ０ 千円 

更新費・修繕費 ０ 千円 

光熱水費 ８，８８６ 千円 

委託料 ５１，９７７ 千円 

その他 ３１，０６７ 千円 

計 ９１，９３０ 千円 

収支の差 △８９，６６２ 千円 

 

５ 所管部署 

市民環境部 環境対策課 電話：０９４２－８５－３５６１ 
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６ 施設配置状況（主な施設の写真） 

 

衛生処理場 
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３ 行政系施設 

（１－４） 行政系施設 その他行政系施設 

 

１ 施設の概要 

区分（小分類） その他行政系施設 

施設数 お試し移住事業施設                  計（１施設） 

施設機能 住宅 

設置根拠 鳥栖市お試し移住事業実施要綱 

設置目的 本市への移住検討者が本市の風土及び本市での日常生活を体験するため。 

 

２ 建物の状況 

保有面積 １５１ ㎡ （建築物全体の ０．１％）  

経過年数 築３０年超  ０％ 

主な構造 木造 

 

３ 運営の状態 

管理形態 直営 

利用者数 ７世帯 ２３人（令和元年度実績） 

 

４ 収支の状況 

収入 使用料収入等         ０ 千円 

計 ０ 千円 

支出 人件費 ０ 千円 

更新費・修繕費 ５２ 千円 

光熱水費 ６５ 千円 

委託料 １０２ 千円 

その他 １０３ 千円 

計 ３２２ 千円 

収支の差 △３２２ 千円 

 

５ 所管部署 

企画政策部 総合政策課 電話：０９４２－８５－３５１１ 
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６ 施設配置状況（主な施設の写真） 

 

お試し移住事業施設 
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４ 企業会計施設 

（１－１） 上下水道施設 上水施設 

 

１ 施設の概要 

区分（小分類） 上水施設 

施設数 鳥栖市浄水場、鳥栖市北部上水中継ポンプ場、安楽寺水源地、送水ポンプ棟       

計（４施設） 

施設機能 水処理施設、監視操作室、ポンプ設備、理化学試験室 等 

設置根拠 鳥栖市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例 

設置目的 水道水を製造し、朝日山配水池まで送水し、各家庭に供給するため 

 

２ 建物の状況 

保有面積 ３，６００ ㎡ （建築物全体の １．６％）  

経過年数 築３０年超  ２８．８％ 

主な構造 鉄筋コンクリート造 等 

耐震化率 １００％   

 

３ 運営の状態 

管理形態 直営 

利用者数 給水人口 ７２，０９６ 人（令和２年度末） 

 

４ 収支の状況 

収益的収支 

収入 営業収益 １，３６４，１０３ 千円 

営業外収益 ８９，１２５ 千円 

特別収益 ９７４ 千円 

計 １，４５４，２０２ 千円 

支出 人件費8   １５２，２７５ 千円 

委託料   １６０，６７７ 千円 

修繕費    ２８，００３ 千円 

減価償却費   ４３６，９８８ 千円 

その他   ６８２，５５４ 千円 

計 １，４６０，４９７ 千円 

収支の差    △６，２９５ 千円 

 

                                                   
8 人件費については、職員も含む。 
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資本的収支 

収入 企業債 ３０９，１００ 千円 

その他 ６０，３０９ 千円 

計 ３６９，４０９ 千円 

支出 建設改良費 １，１８４，７１４ 千円 

企業債償還金 ２２２，３１９ 千円 

計 １，４０７，０３３ 千円 

収支の差 △１，０３７，６２４ 千円 

 

５ 所管部署 

上下水道局 事業課 電話：０９４２－８５－３５３９ 
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６ 施設配置状況（主な施設の写真） 

 

浄水場 
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４ 企業会計施設 

（１－２） 上下水道施設 下水施設 

１ 施設の概要 

区分（小分類） 下水施設 

施設数 鳥栖市浄化センター、し尿等受入施設、北部中継ポンプ場、永吉地区公共施

設、飯田地区公共施設、千歳地区公共施設、下野地区公共施設、於保里地区

公共施設                        計（８施設） 

施設機能 処理室、会議室、倉庫 等 

設置根拠 鳥栖市下水道条例 

設置目的 下水を最終的に処理して河川その他の公共の水域に放流する施設。低地であ

るため、ポンプ施設から汚水を公共下水道に圧送するための中継施設。（中

継ポンプ） 

 

２ 建物の状況 

保有面積 １４，３４７ ㎡ （建築物全体の ６．４％）  

経過年数 築３０年超  ４２．６％ 

主な構造 鉄筋コンクリート造 等 

耐震化率 １００％   

 

３ 運営の状態 

管理形態 直営及び包括的民間委託 

利用者数 水洗化人口６７，７０２人（令和２年度末） 

 

４ 収支の状況 

◇公共下水道事業会計 

収益的収支 

収入 営業収益 １，３３９，０１３ 千円 

営業外収益 １，２２９，８５２ 千円 

その他 １，３９４ 千円 

計 ２，５７０，２５９ 千円 

支出 人件費     ６２，１３５ 千円 

委託料    ３６７，７５６ 千円 

修繕費     ３３，３５４ 千円 

減価償却費 １，３８０，５００ 千円 

その他 ５４１，６９６ 千円 

計 ２，３８５，４４１ 千円 

収支の差    １８４，８１８ 千円 
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資本的収支 

収入 企業債 １，０５１，５００ 千円 

国庫補助金 ３９０，５４７ 千円 

その他     ６７，０５０ 千円 

計 １，５０９，０９７ 千円 

支出 建設改良費  １，０１８，２５７ 千円 

企業債償還金  １，５９３，８９０ 千円 

計 ２，６１２，１４７ 千円 

収支の差 △１，１０３，０５０ 千円 

 

５ 所管部署 

上下水道局 事業課 電話：０９４２－８５－３５４３ 
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６ 施設配置状況（主な施設の写真） 

 

浄化センター 
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第４章 

 

課題整理と今後の進め方 
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１ 課題整理                          

(１)分析結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■人口動向からの分析結果 

・鳥栖市の人口は着実に増加しており、2060 年に 75,000～77,000 人とする人口目標を展

望しています。 

・子育て世代や結婚を契機とした若年層の転入が社会増の多くを占めています。 

・高齢化の進展に伴って、高齢者向けの公共サービス需要は高まっていきます。 

・人口移動の多くが近隣市町間で行われています。 

⇒人口増加や年齢構成の変化等に対応できる公共施設等のあり方を検討する必要がありま

す。 

⇒市民ニーズなど社会的需要の変化を把握し、バリアフリー化などユニバーサルデザイン

に配慮した施設づくりに努めていくことが必要です。 

⇒近隣市町等との連携や機能分担など広域的な視点での検討も必要です。 

 

■財政状況からの分析結果 

・生産年齢人口の減少等により、税収の大幅な増加は見込めません。 

・義務的経費の割合が増加傾向であり、相対的に投資的経費の割合が減少するため、公共

施設等の建設等を行う経費を確保することが課題になります。 

・公共施設等の新設や既存公共施設等の老朽化が進むと、維持管理費（施設等の維持管理

に要する費用全般）は増加していきます。 

・公共施設等を安全に管理する上で維持補修費（修繕費等）を大幅に削ることは困難です。 

⇒公共施設等の維持管理費を抑えていくために、施設の効率的な運営や受益者負担のあり

方等、施設運営全体について検討することが必要です。 

⇒公共施設等の新設や更新を行う場合は、民間のノウハウの活用等によるライフサイクル

コストの縮減など効率的な方法の検討が必要です。 

⇒計画的な改修等による公共施設等の長寿命化を推進することで、長期的な視点から財政

負担の軽減や平準化を図ることが必要です。 

■人口動向から 

◇ 人口動態を考慮しつつ、適切な施設保有量の検討が必要です。 

◇ 社会的需要の変化への対応に努めていくことが必要です。 

◇ 近隣市町等との連携など、広域的な視点も必要です。 

■財政状況から 

◇ 公共施設等の建設や改修等に必要な経費を確保することが難しくなります。 

◇ 効率的な施設運営等の検討が必要です。 

◇ 公共施設等の新設や改修等の費用を縮減、平準化していくことが必要です。 

■施設状況から 

◇ 公共施設等の老朽化が進むため、段階的に更新が必要になります。 

◇ すべての公共施設等をこれまでと同様に更新していくことが難しくなります。 

◇ 耐震化がされていない公共施設等は、耐震補強等を検討していく必要があります。 
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■施設状況からの分析結果 

・施設（建築物）の約 60％が築 30 年以上を経過しており、今後、老朽化した施設が段階

的に更新時期を迎えます。 

・このままの施設数を維持していくと仮定し更新費用を試算すると、年間約２３億円不足

する結果となりました。 

・施設利用者が、安全で安心して利用できる施設機能が必要です。 

⇒施設等の適切な点検や改修等により長寿命化を推進する必要があります。 

⇒更新時期を迎える施設については、必要性やニーズの変化の観点等から施設機能の移転、

統合、集約、廃止等についても検討することが必要です。 

⇒耐震化が実施されていない公共施設等で、存続の方針が決定した施設については、耐震

補強等を検討していく必要があります。 
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１ 課題整理 

(２)課題解決の方向性 

 

 

 

■量の見直し 

市全体における施設の配置状況、利用状況から、施設機能の移転、統合、集約等を検討

します。 

 

■質の見直し 

 存続させる施設については、長寿命化により機能を維持するとともに、耐震補強や省エ

ネルギー化、バリアフリー化など効率的・機能的な施設管理を検討します。 

 

◇ 鳥栖市が保有する公共施設等を総合的かつ計画的に管理していくためには、「量の見

直し」「質の見直し」という２つの視点が必要です。 

現在の施設群 将来の施設群 

量の 

見直し 

質の 

見直し 

コスト 

見直し 

総
量
縮
減 

具体的な再配置手法 

施設機能統合等 

（維持管理費削減） 

市民ニーズに応じ

た施設の新設 

図 今後の方向性イメージ 

長寿命化 

（機能維持） 

 

計画的な改修等 

質的向上 

（機能向上） 

 

バリアフリー化

等 
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１ 課題整理 

(３)具体的手法 

 

 

 

 

 

手法 説明 

移転・統合・集約・

複合化・多機能化 

・現在ある施設の移転・統合・集約や機能の複合化・多機能化によ

って施設機能の見直し 

広域化 ・近隣自治体と施設の相互利用 

・近隣自治体と共同で施設を建設・運営 

用途変更 ・低利用施設の目的・用途を変更 

民間活力 ・施設の更新（建替え）や管理運営に民間のノウハウや資金を活用 

地域移管 ・施設をコミュニティ（地域住民）に移管 

長寿命化 ・施設を適切に改修することで施設機能を長期間にわたり良好な状

態で維持し、長く利用し続けられるようにする。 

ソフト化（民間施

設利用） 

・民間施設（会議室・スポーツ施設等）を活用することで、施設数

を減らす。 

・民間施設の利用に対して助成を行う。 

土地活用 ・利用していない市の土地を売却・賃貸。 

運用見直し ・施設におけるサービス水準の引き下げ。 

・利用料については、受益者負担のあり方の検討。 

 

◇ 様々な再配置の手法があるなかで、各施設の用途、地域に適した手法を検討してい

く必要があります。 

表 具体的手法について（例） 

） 



 

２ 今後の進め方

 

 

 

 

 

本白書は、鳥栖市が現在保有している公共施設等について、現状を把握するとともに、

課題の整理を行うために取りまとめたものです。 

この「鳥栖市公共施設等白書」を基に、今後、公共施設等を総合的、計画的に管理して

いくための基本的な方針を定め、具体的な取組に繋げていきます。 

なお、白書や計画については公表し、市民・施設利用者の方々と共通認識を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

具体的な取組

・個別施設計画

計画の進行管理

・計画の見直し

・各事業見直し

◇ 鳥栖市が保有する公共施設等の現状把握、課題整理を取りまとめた本白書を基に、

公共施設等を総合的、計画的に管理していくための基本的な方針を定め、具体的な

取組に繋げていきます。 

◇ 本白書は公表し、市民・施設利用者の方々と共通認識を図ります。 

公共施設等白書

・現状把握

・課題整理

・施設データ

の一元化

公共施設等

総合管理計画

・基本方針

・目標設定

・推進体制

市民、施設利用者等

公
表

公
表

理
解

理
解

図 今後の進め方イメージ 
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